
『７日間完成 社会福祉士試験合格塾』（2011 年 9 月 1 日初版発行 ISBN：978-4-534-04861-5） 

 訂正のお知らせ 

 

◎試験科目の区分の一部変更 

本書発刊時点では専門科目であった「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」が、 

2013年 1月 27日実施の第 25回試験より、共通科目へと移動になりました。 

本書の「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」は、 

専門科目として 6日目に学習することになっておりますが、共通科目として学習してください。 

 

◎その他の正誤表 

ページ 訂正箇所 誤 正 補足 

全頁（30,111, 

123,128,132, 

133,140,141） 

障害者自立

支援法 

（法律の

名称） 

障害者自立支援

法 

障害者総合支援

法 

障害者自立支援法が改正さ

れ、障害者総合支援法が 2013

年 4 月 1 日に施行されまし

た。障害者総合支援法につい

ては、本ファイルの後半の図

解「障害者総合支援法」を参

照してください。 

39 かんたん図

解 

大都市制度 

政令指定

都市の数 

19 

 

20 

 

2012 年 4 月、熊本市が追加に

なりました。 

中核市の

数 

41 42 2013 年 4 月、那覇市が追加に

なりました。 

*2 脚注 2010 年 4 月時点 2013 年 4 月時点  

63 かんたん図

解 

老齢基礎年

金のポイン

ト 

 

 

受給資格

期間 

― 2015年10月 1日

より、年金の受給

資格期間は 25 年

から 10 年に短縮

される。 

「公的年金制度の財政基盤及

び最低保障機能の強化等のた

めの国民年金法等の一部を改

正する法律」が 2012 年 8 月

10 日に成立し、左記のとおり

改正されました。 

満額受給

額、落と

し穴 

65,741 円/月 64,875 円/月 2013 年 10 月～2014 年 3 月

の年金額（月額）です。 

保険料額 15,020 円/月 15,040 円/月 2013 年度の保険料額です。 

 

  



64 かんたん図

解 

基礎年金の

種類 

老齢基礎

年金 

― 2015 年 10 月 1

日より、年金の

受給資格期間は

25 年から 10 年

に短縮される。 

上記。 

65,741 円/月 

 

64,875 円/月 

 

2013 年 10 月～2014 年 3 月

の年金額（月額）です。  

788,900 円/年 778,500 円/年 2013 年 10 月以降の年金額

（年額）です。 

障

害

基

礎

年

金 

 

1 級 82,175 円/月 81,091 円/月 2013 年 10 月～2014 年 3 月

の年金額（月額）です。 

986,100 円/年 

 

973,100 円/年 2013 年 10 月以降の年金額

（年額）です。 

2 級 

 

65,741 円/月 64,875 円/月 2013 年 10 月～2014 年 3 月

の年金額（月額）です。 

788,900 円/年 778,500 円/年 2013 年 10 月以降の年金額

（年額）です。 

遺族基礎

年金 

 

 

65,741 円/月 64,875 円/月 2013 年 10 月～2014 年 3 月

の年金額（月額）です。  

788,900 円/年 778,500 円/年 2013 年 10 月以降の年金額

（年額）です。 

89 かんたん図

解 

認定有効期

間 

新規の変

更可能期

間 

最長５か月 最長 12 か月 介護保険法の改正により、

2011 年 4 月より変更になり

ました。 

92 

 

かんたん図

解 

地域密着型

サービス 

訪問系 

 

― 定期巡回・随時対

応型訪問介護看

護 

2011 年に創設されました（本

ファイル後半の図解「地域密

着型サービス」参照）。 

複合系 ― 複合型サービス 2011 年に創設されました（本

ファイル後半の図解「地域密

着型サービス」参照）。 

97 財政構造 保険料 第 1 号被保険者

20％、第 2 号被保

険者 30％ 

第 1 号被保険者

21％、第 2 号被保

険者 29％ 

2012～2014 年度の保険料が

見直されました。 

  



98 かんたん図

解 

居宅介護支

援事業者の

人員基準 

介護予防

支援の受

託 

受託できる上限

＝所属する介護

支援専門員数（事

業所数ではない）

×8 件 

削除 受託制限の規定が廃止になり

ました。 

128 かんたん図

解 

障害福祉サ

ービスの体

系 

介護給付 児童デイサービ

ス 

削除 2012 年度より、児童福祉法に

移行しました。 

― 同行援護 2011 年 10 月より、視覚障害

者向けの外出支援サービスと

して開始されました。 

自立支援

給付 

― 相談支援 

・地域相談支援 

・計画相談支援 

障害者総合支援法第六条によ

り、2012 年度から、介護給付、

訓練等給付、自立支援医療、

舗装具と並び、相談支援が創

設されました。 

167 ３日目 確認

問題の解答 

問題８ 地域福祉計画策

定は都道府県と

市町村に義務づ

けられた。 

地域福祉計画策

定は都道府県に

義務づけられた

（ 市 町 村 は 任

意）。 

 

 

  



かんたん図解 障害者総合支援法（障害者自立支援法 2012年改正） 

改正箇所 改正前 改正後 

題名 障害者自立支援法 正式名称：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（障害者総合支援法） 

基本理念 ― 社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社

会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行

われることを法律の基本理念として新たに掲げる。 

障害者の範囲 

 

― 障害者の範囲に難病等を加える。 

障害程度区分 

 

障害程度区分 障害支援区分 

重度訪問介護の対象拡大 

 

重度の肢体不自由者 

 

重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害

者として厚生労働省令で定めるものとする 

共同生活介護（ケアホー

ム） 

自立支援給付に分類 訓練等給付である共同生活援助（グループホーム）へ一

元化 

地域移行支援の対象拡大 ― 地域における生活に移行するため重点的な支援を必要

とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える 

地域生活支援事業の追加 

 

― 障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う

事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等 
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